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農業は、食料を供給するだけでなく、国土の保全、水源の涵養、自然環

境の保護、良好な景観、文化の伝承など、私たちに様々なめぐみをもたら

してくれます。 

しかしながら、近年、農業・農村を取り巻く情勢は、農産物価格の低迷

や燃油・農業資材等の高騰、農業従事者の高齢化や担い手不足、また、こ

れらに起因する耕作放棄地の拡大、有害鳥獣被害による営農意欲の減退な

ど依然として厳しい状況にあります。 

さらに、ＴＰＰへの参加については大筋合意となりましたが、農業への

影響については未だ不透明な状況です。これに加え、米の生産調整制度（い

わゆる減反政策）が平成３０年度から見直されることで、日本の農業に大

きな影響を与えるのではないかと懸念されています。 

一方、国は、地方創生、食料自給力の向上など農政新時代を迎える中、

農業の国際競争力強化や攻めの農林水産業への転換等を求めています。 

また、本年度から農業委員会法が改正され、公選制の廃止や農地利用最

適化推進委員の設置が義務付けられるなど、大きな改革がなされています。 

このような状況の下、農業委員会は農業者の代表機関として、農業の将

来のあるべき姿を考えながら、次世代を担う経営感覚に優れた担い手の育

成、遊休農地の発生防止・解消、農地中間管理機構との連携による担い手

への農地利用の集積・集約化など、さまざまな活動を積極的に推進して参

ります。 

市におかれましても平成２９年度の予算編成、各種施策の実施に当たっ

ては、各関係機関と緊密な連携を図りながら、これを推進されますよう「農
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業委員会等に関する法律第３８条第１項の規定」に基づき、意見書を提出

いたします。 

 

 

記 

１．農業振興策について 

２．経営所得安定対策について 

３．担い手の育成・確保について 

４．有害鳥獣等被害防止対策について 

５．農業生産基盤の整備と保全について 

 

１．農業振興策について 

佐賀市では、地域の特色ある魅力的な産品を創造するために、「水田フ

ル活用ビジョン」等に基づき、特色ある産地づくりに向けた取り組みを推

進されています。 

佐賀市における持続可能な農業の発展のためには、現在取り組まれてい

る農業振興の施策を継続して取り組んでいただくとともに、佐賀市農産物

のブランド化などを推進し、さらに、安全・安心な食料の安定供給と、農

業者の所得増加に繋がるような具体的な農業振興策を講じていただくよ

うお願いします。 
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また、農業振興地域において、例えば、住宅に隣接している狭小農地が

農振農用地（いわゆる「青地」）に設定されているところでは、住環境など

周囲の状況から、農薬散布にも苦慮するなど農業経営や農地の保全等に支

障をきたしていますので、現状を把握していただき、農振農用地の見直し、

検討をお願いします。 
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１．農業振興策について・・・【回答】 

 

（佐賀市農産物のブランド化などの推進） 

○農産物のブランド化に当たっては、消費者からの評価を高めるため、価

値を高め、認知度を上げ、販路を開拓していくことが重要と考えていま

す。また、農業を観光等の他産業と連携させ、農産物や地域イメージを

含めた地域全体のブランド化も大切です。 

○これまで認知度を上げるための取り組みとしましては、テレビなど各種

メディアを活用した情報発信を行っております。また、首都圏での

商談会や販売イベント等への出展斡旋、都市圏の市場をターゲットとし

たＰＲイベントや百貨店などへの売込みなど、販路の開拓、拡大の支援

を行っています。 

○近年は、「環境」や「健康」に消費者の注目度が高まってきており、ラム

サール条約登録湿地を有する有明海沿岸自治体が連携した、環境保全型

農業の推進による農産物のブランド化も模索していきたいと考えていま

す。 

○また、青果物以外にも、６次産業化により生まれた農産加工品の

中にも、商品力が高く、ブランド化を図れる商品も出てきており、

昨年度から創設した佐賀市６次産業認定品『いいモノさがし』に

ついても、消費者に対して広くＰＲ活動を展開することにより、認知度

を上げ、販路拡大につなげ、農業者の所得向上を図るとともに、佐賀市

の魅力を全国に発信し、イメージアップを図っています。 
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（農振農用地の見直し） 

○農業振興地域においては、生産基盤である農地と生活基盤である農村集

落との適切な機能分担・土地利用が重要と考えています。ご意見の課題に

つきましては、農業振興地域整備計画の今後の見直し（見直し期間：平成

29年から平成 31年までを予定）において検討を行ってまいります。 
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２．経営所得安定対策について 

 現在、佐賀市では、国の政策によるゲタ対策やナラシ対策等の経営所得

安定対策の実施のほか、農業制度資金や機械補助事業等により、農業者の

経営安定が図られているところです。 

 しかし、近年続く農産物価格の低迷と農業用資材及び農薬・肥料の高騰

等に加え、天候不順や自然災害が頻発している昨今の状況下において、農

業所得は減少傾向にあり、農業者の営農意欲の低下の一因となるなど農業

経営はより厳しい状況となっています。 

さらに、ＴＰＰへの参加についての大筋合意がなされたこと、また、平

成３０年度から米の生産調整制度が見直されることなどにより、過剰米の

増加や農産物の更なる価格低下、さらには食の安全性などについても懸念

しています。 

 今後とも、農業者が安定した農業経営を行えるように、米・麦・大豆を

主体とした交付金の充実や、高騰する農業用資材及び農薬・肥料等への助

成拡大を図るなど、農業所得を向上させるような施策の推進をお願いしま

す。 

 併せて、ＴＰＰに関する農業者への情報提供を積極的に行っていただき、

日本の農業が将来にわたって持続可能となるような施策を国・県に対して

要望していただくようお願いします。 
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２．経営所得安定対策について・・・【回答】 

 

（市施策の推進と国・県への要望） 

○米の価格低迷や需要が低下する中、本市では農家の所得向上に向けて、 

経営の多角化を推進し、全国でも有数の産地として高品質かつ安定供給

を図ることのできる大豆の振興やインセンティブ拡大が期待される飼料

用米等の作付拡大の検討を行っていきます。 

○地域農業の設計図として各農業再生協議会が策定する「水田フル活用ビ 

ジョン」に基づき、非主食用米等の転作作物や実需者が求める園芸作物

への切り替え・作付面積の拡大についても、産地交付金を活用し支援を

行っていきます。 

○現在、国において、農薬や肥料といった生産資材価格の引き下げや農家

の減収を穴埋めする収入保険の創設について具体的な検討がされている

ことから、国の動きを注視していくとともに、他の市町とも連携し、生

産者が将来にわたって意欲を持って経営に取り組むことができるよう、

農業経営の安定に繋がる施策の推進と、農業関連予算の確保を国・県に

対して要望していきます。 

○本市の農業は、米・麦・大豆といった土地利用型作物が中心であり、環

太平洋連携協定（ＴＰＰ）が実施された場合、米・麦の輸入拡大に伴う

価格競争によって、価格の下落が懸念されるところです。また、畜産に

も大きな影響を及ぼすことが想定されます。国においては、米、麦、牛・

豚肉、乳製品など重要品目の聖域確保を求めた国会決議を尊重していた
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だくとともに、市としても、ＴＰＰ交渉の動向を注視しながら、情報収

集に努め、農業者に対して積極的に情報提供を行っていきたいと考えて

おります。 
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３．担い手の育成・確保について 

 農業従事者の減少や高齢化に伴い、地域の担い手不足は年々深刻化して

おり、食料の安定供給、国土の保全、農村文化の継承など、農業の果たす

多面的役割を維持し、農業の持続的な発展を図っていくためにも、担い手

の育成・確保が急務となっています。 

佐賀市では、新規就農者に対する様々な支援が行われていますが、より

安定した農業経営につながるように、農業技術向上のための研修、視察、

資格取得の支援等の更なる強化が必要です。また、認定農業者を軸として、

次世代を担う経営感覚に優れた担い手を育成するため、関係機関が連携し

て取り組んでいただくようお願いします。 

一方、地域農業の受け皿となる集落営農組織の法人化について、これか

ら法人化されていく集落営農組織も数多くありますので、引き続き、法人

設立に向けた支援、情報提供等、地域に合った形で法人化を行えるよう必

要な施策を講じていただくとともに、法人化した組織についても、運営等

で支援が必要な場合には、十分な施策を講じていただくようお願いします。 
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３．担い手の育成・確保について・・・【回答】 

 

（担い手の育成・確保について） 

○担い手の確保・育成については、「佐賀市担い手育成総合支援協議会」に

おいて、これからの地域農業を担う若い農業者を育成するため、視察研

修費や大型特殊免許の取得費用等への支援のほか、新たな作物（たまね

ぎなどの露地野菜）に取り組む場合の機械導入経費に対する支援を行っ

ています。引き続き、担い手の確保・育成に向けた支援内容の充実を検

討していきます。 

○また、地域農業の担い手となる意欲ある新規就農者の確保・育成と農村

への定住を促す「トレーニング・ファーム事業」にＪＡ、地元、県と連

携して取り組み、担い手となる新規就農者の確保・育成を図っていきま

す。 

○さらに、農業経営力の向上や農業所得の向上などを養成していくための

支援（新規就農経営力養成研修、６次産業ビジネス塾など）などに積極

的に取り組んでいきます。 

 

(集落営農組織の法人化について) 

○集落営農組織が効率的・安定的な経営体として持続性を確保するために、

任意組織の形態から、組織としての成熟度の高い法人化への取り組みを

推進し、地域農業の担い手の確保を図ることが重要であると考えており

ます。 
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○このため、法人化への移行に取り組む集落営農組織には、法人設立に向

けた研修会等に対する支援や、法人化に係る初期費用（定款作成、登記

等）の支援など行い、法人化への取り組みを推進していきます。 

○また、法人化した組織に対しても、経営的に不安定な法人設立初期段階

での経費支援、組織間の情報共有化や経営発展のための支援などに取り

組んでいきます。 
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４．有害鳥獣等被害防止対策について 

佐賀市では有害鳥獣等による被害防止の取り組みとして、北部山間地域

では、ワイヤーメッシュ侵入防止柵、箱わなの設置、猟友会による駆除等

が行われています。 

しかし、未だに農作物への被害（特にイノシシ被害）が数多く発生して

おり、これに加え、近年では、アナグマ、アライグマ等の被害も増加して

います。これにより、農業者の営農意欲の低下や、後継者も育たないなど、

耕作放棄地が拡大する一因にもなっています。 

また、北山ダムなど一部の地域においては、鳥獣保護区が設置されてお

り、観光客も多く、駆除については難しい面もあると思いますが、この区

域がイノシシの逃げ場となるなど、地元農業者にとって深刻な問題となっ

ていますので、早急な対策をお願いします。 

さらに、捕獲した有害鳥獣の処理についても苦慮しているところです。

大和地区にイノシシの処理加工施設がありますが、受入れ地区等の制限が

ありますので、他の地域でも活用しやすい公営の処理加工施設の整備を検

討していただくとともに、アナグマ等の有害鳥獣に関しましても生態調査

や捕獲後の処理等、必要な対策をお願いします。 

一方、平野部においても猟友会による駆除等が行われていますが、カモ

やカラスによる食害が目立っている状況です。安定した農業経営のために

も、駆除期間の延長や被害に応じた駆除など、強力な被害防止対策の実施

をお願いします。 
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４．有害鳥獣等被害防止対策について・・・【回答】 

 

（有害鳥獣被害の予防策） 

○これまで農地への侵入を防ぐワイヤーメッシュ侵入防止柵の整備を進め、

総延長約 800km、山間部の９割以上の農地に設置されています。今後は、

引き続き、侵入防止策、捕獲活動、住み分け対策（エサとなる農作物を

放置しない等）を総合的に取り組むとともに、ＩＣＴ技術等を活用した

効果的・効率的な捕獲システムの導入を図ります。 

○また、鳥獣保護区において有害捕獲は可能なものの、ご指摘のとおり、

レクレーション等による人の往来も多いことから、銃器の使用には慎重

な対応が必要です。よって、農作物被害対策としては、鳥獣保護区内外

を問わず、安全第一を大原則として、効果的に捕獲していくことが重要

と考えています。 

 

（生態調査と捕獲後の処理等） 

○アナグマ等の中型獣類について、市民から相談いただくことも尐なくあ

りません。特にアライグマは、中山間部での捕獲頭数が増加し、最近は

平野部でも捕獲事例が発生しているため、その生息数及び生息域の拡大

が懸念されます。このため、専門家や有識者からの意見聴取等も検討し

ております。 

○捕獲した有害鳥獣の処理加工に関しては、処理後の出口（販路）が課題

です。最近の情勢では、一部でジビエのブームも見られますが、大きな
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販路を確保することがなかなか難しいようです。このような中では、公

営で新たな処理加工施設を整備することは厳しい状況にありますが、民

営で整備される際には、国等の補助を活用しながら、必要な支援に努め

ていきたいと考えています。また、処理手数料が発生するなど一定の条

件はありますが、清掃工場での焼却処分の受入れも可能です。 

 

（カラス等の捕獲・駆除） 

○有害鳥獣による被害に対しては、鳥獣保護と農業振興との両立を念頭に

被害防止対策を講じる必要があることから、農作物に被害を与える時期

に集中して効果的にカラス等の捕獲を行っています。この時期・期間・

捕獲数は、ＪＡや農家からの相談に応じて対応しております。引き続き、

関係者の意見を踏まえて、効果的な捕獲対策を講じていきます。 
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５．農業生産基盤の整備と保全について 

佐賀市の多くの地区では、圃場整備後、２０年以上経過しているため、

用排水路の法面の崩落が進むことで、土砂の堆積等により排水機能や洪水

調整機能が発揮できなくなるおそれや、用排水路に接する農地や農道への

影響が懸念されています。 

法面の改修等については、国営総合農地防災事業、県営クリーク防災機

能保全対策事業などで対応されていますが、事業の対象となっていない水

路等も数多く存在していますので、国･県に対し、事業の対象となるよう要

望していただくようお願いします。 

 同様に、暗渠排水についても劣化が進んでおり、排水不良による麦・大

豆の品質低下や減収が見受けられます。暗渠等の排水対策事業が完了して

いる地区も一部ありますが、事業が遅れている地区や未着工地区等につい

ては、国・県に対し、早急な事業の推進を要望していただくようお願いし

ます。 

 また、圃場整備等の基盤整備が行われていない地区、特に中山間地域で

は、耕作条件が悪く、借受希望者がいない状況であり、耕作放棄地の発生

につながるおそれがあるため、農業基盤・農業用施設の整備･改良に積極的

に取り組んでいただくとともに、十分な予算措置をお願いします。 
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５．農業生産基盤の整備と保全について・・・【回答】 

 

（国営・県営によるクリーク防災事業の対象外水路について） 

○現在、国営・県営によるクリーク防災事業が進められていますが、事業

の採択用件として、クリークが持つ貯留機能が重視され、水深が２ｍ以

上の水路が対象となっています。 

○その結果、事業対象地区内で約 100ｋｍの小規模な水路が対象外となっ

ています。 

○これらの事業対象にならない水路につきましては、引き続き、整備対象

となるよう働きかけるとともに、他の事業でも取り組めないか、県と協

議していきます。 

○早急な整備が必要な箇所もありますので、市の土地改良施設維持管理事

業補助金、原材料支給、多面的機能支払（旧農地・水保全管理支払交付

金事業）等の有効活用も併せて推進していきます。 

 

（暗渠排水の整備について） 

○圃場整備事業で整備された暗渠排水も経年劣化により改修時期にきてお

り、現在、各土地改良区において、国の事業を活用し、暗渠排水の再整

備が行われています。 

○しかし、国から必要な予算の配分が確保できず、計画的な進捗が図れて

いない状況です。 
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○市といたしましても、十分な予算の確保を国に要望していきたいと考え

ています。 

 

（中山間地の基盤整備等の取組みについて） 

○中山間地の基盤整備事業としては、中山間地総合整備事業等の補助事業

がありますが、面積等いろいろな要件があります。また、地元がどのよ

うな農業を考えられているかにより整備内容も変わってきます。 

○よって、中山間地域の整備については、具体的な場所や面積などをご相

談いただきながら、地元に一番有効な事業を一緒に考えていきたいと思

います。 

 

 

 


